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令和�年�月定例県議会提案条例の提案理由及び概要表

第��号議案

島根県行政手続条例の一部を改正する条例

� 提案理由

行政手続法の改正の趣旨を踏まえ、県民の利便性の向上を図るため、聴

聞の通知に関する規定について、所要の改正を行う必要がある。これが、

この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 不利益処分の名宛人の所在が判明しない場合における公示の方法によ

る聴聞の通知は、公示事項を規則で定める方法により不特定多数の者が

閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面

を行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置

した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態

に置く措置をとることによって行うものとすること。

� その他規定の整理

� 施行期日

令和�年�月�	日から施行する。

第�
号議案

島根県公益認定等審議会条例の一部を改正する条例

� 提案理由

公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行

に伴い、島根県公益認定等審議会の委員の任命要件について所要の改正を

行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

島根県公益認定等審議会の委員の任命要件に、公益信託に係る活動に関

して優れた識見を有する者であることを追加すること。

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

―	―



第��号議案

地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

� 提案理由

地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴い、関係条例について所

要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

次に掲げる条例の引用する条項の整理

� 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

� 島根県流域下水道事業の設置等に関する条例

� 島根県公営企業の設置等に関する条例

� 島根県病院事業の設置等に関する条例

� 施行期日

令和�年�月�	日から施行する。

第�
号議案

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

人事委員会の勧告及び報告を受けて、職員に対して支給する諸手当につ

いて所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由で

ある。

� 条例の概要

� 初任給調整手当の改正

ア 初任給調整手当の支給月額の限度額を改正すること。

イ 医師等に支給する手当の名称を第�種初任給調整手当に改めるとと

もに、新たに第�種初任給調整手当を設け、職員に適用される給料表

の給料月額のうち職員の属する職務の級及び職員の受ける号給に応じ

―�―

支 給 対 象 者 改 正 前 改 正 後

医師又は歯科医師で医療職給料表

�の適用を受けるもの
	�
�


円 	���


円

医師又は歯科医師で医療職給料表

�の適用を受けないもの
���


円 ����

円



た額等とこれに地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を基に算

出した額が、在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して

人事委員会規則で定める額を下回る職員には、その差額を月額に換算

した額を支給すること。

� 通勤手当の改正

自動車等の使用者に対する通勤手当の額を、自動車等の使用距離に応

じ、������円以内で人事委員会規則で定める額とすること。

� 宿日直手当の勤務�回に係る支給額の限度額の改正

ア 通常の場合

イ 執務時間が通常の執務日の�分の�の時間である日の退庁時から引

き続く場合

� その他規定の整備

� 施行期日等

� 令和	年
月�日から施行する。

� �の�のア及び�については、令和�年
月�日から適用する。

第��号議案

非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例等の一部を改正する条例

� 提案理由

国家公務員等の旅費に関する法律及び職員の旅費に関する条例の改正を

踏まえ、関係条例について所要の改正を行う必要がある。これが、この条

例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正

費用弁償の種目、額及び支給方法に係る規定の整備

―
―

区 分 改 正 前 改 正 後

通常の宿日直勤務 �����円 �����円

特殊な業務を主とする宿日直勤務 �����円 �����円

区 分 改 正 前 改 正 後

通常の宿日直勤務 �����円 �����円

特殊な業務を主とする宿日直勤務 ������円 ������円



� 参考人等に対する費用弁償等支給条例の一部改正

�に伴う規定の整備

� 会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償支給条例の一部改正

�に伴う規定の整備

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第��号議案

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

組織改正に伴い、職員の特殊勤務手当について所要の改正を行う必要が

ある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

狂犬病予防作業等従事手当の支給対象公署に健康福祉部薬事衛生課を追

加すること。

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第�	号議案

島根県部設置条例の一部を改正する条例

� 提案理由

令和
�年に開催予定の第��回国民スポーツ大会及び第�	回全国障害者ス

ポーツ大会の開催に向けた体制を強化するため本庁の組織を見直すことに

伴い、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由

である。

� 条例の概要

� 島根かみあり国スポ・全スポ局を設置すること。

� 島根かみあり国スポ・全スポ局の所掌事務を第��回国民スポーツ大会

及び第�	回全国障害者スポーツ大会の開催並びにスポーツの振興に関す

る事項とすること。

� その他規定の整備

� 施行期日

―�―



令和�年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県県税条例の一部を改正する条例

� 提案理由

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、個人の県民税の税額控

除の対象となる寄附金について所要の改正を行う必要がある。これが、こ

の条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 個人の県民税の税額控除の対象となる寄附金の改正

� �について所要の経過措置を定めること。

� その他規定の整理

� 施行期日

令和	年�月�日から施行する。

第�
号議案

県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

人事委員会の勧告及び報告を受けて、県立学校の教育職員に対して支給

する諸手当について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を

提出する理由である。

� 条例の概要

―�―

改 正 前 改 正 後

特定公益信託であって、その目

的が教育又は科学の振興、文化

の向上、社会福祉への貢献その

他公益の増進に著しく寄与する

もののうち、知事又は教育委員

会の許可を受けた公益信託の信

託財産とするために支出した金

銭

公益信託に係る公益事務に関連

する寄附金のうち、知事の認可

を受けた公益信託の信託財産と

するために支出した寄附金



� 初任給調整手当の改正

新たに第�種初任給調整手当を設け、教育職員に適用される給料表の

給料月額のうち教育職員の属する職務の級及び教育職員の受ける号給に

応じた額等を基に算出した額が、在勤する地域における民間の賃金の最

低基準を考慮して人事委員会規則で定める額を下回る教育職員には、そ

の差額を月額に換算した額を支給すること。

� 通勤手当の改正

自動車等の使用者に対する通勤手当の額を、自動車等の使用距離に応

じ、������円以内で人事委員会規則で定める額とすること。

� 宿日直手当の勤務�回に係る支給額の限度額の改正

ア 通常の場合

イ 執務時間が通常の執務日の�分の�の時間である日の退庁時から引

き続く場合

� その他規定の整備

� 施行期日等

� 令和	年
月�日から施行する。

� �の�については、令和�年
月�日から適用する。

―�―

区 分 改 正 前 改 正 後

通常の宿日直勤務 �����円 �����円

管理又は監督の業務その他特殊な

業務を主とする宿日直勤務

����円 
����円

区 分 改 正 前 改 正 後

通常の宿日直勤務 �����円 �����円

管理又は監督の業務その他特殊な

業務を主とする宿日直勤務
������円 ������円



第��号議案

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

人事委員会の勧告及び報告を受けて、市町村立学校の教職員に対して支

給する諸手当について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案

を提出する理由である。

� 条例の概要

� 初任給調整手当の新設

教職員に適用される給料表の給料月額のうち教職員の属する職務の級

及び教職員の受ける号給に応じた額等を基に算出した額が、在勤する地

域における民間の賃金の最低基準を考慮して教育委員会規則で定める額

を下回る教職員には、その差額を月額に換算した額を支給すること。

� 通勤手当の改正

自動車等の使用者に対する通勤手当の額を、自動車等の使用距離に応

じ、���	��円以内で教育委員会規則で定める額とすること。

� 宿日直手当の勤務�回に係る支給額の限度額の改正

ア 通常の場合

イ 執務時間が通常の執務日の�分の�の時間である日の退庁時から引

き続く場合

� その他規定の整備


 施行期日等

� 令和�年�月�日から施行する。

� �の�については、令和
年�月�日から適用する。

―	―

区 分 改 正 前 改 正 後

通常の宿日直勤務 �����円 ��	��円

管理又は監督の業務その他特殊な

業務を主とする宿日直勤務
�����円 �����円

区 分 改 正 前 改 正 後

通常の宿日直勤務 �����円 	����円

管理又は監督の業務その他特殊な

業務を主とする宿日直勤務
������円 ������円



第��号議案

県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例

� 提案理由

国における義務教育費国庫負担金の最高限度額の見直しに鑑み、教員特

殊業務手当の額について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例

案を提出する理由である。

� 条例の概要

教員特殊業務手当の額の改定

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第��号議案

県立学校の職員定数条例及び市町村立学校の教職員定数条例の一部を改正する

条例

� 提案理由

児童数及び生徒数の変動等に伴い、職員の定数を改正する必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

高等学校の教育職員等の定数の改正

―	―

区 分 改正前 改正後

部活動指導業務 �
���円 �

��円

（教育委員会が定め

る場合にあっては、

�
	��円）

（教育委員会が定め

る場合にあっては、

�

��円）

区 分 改正前 改正後 増 減

高等学校 教育職員 �
���人 �
��	人 �人

事務職員及び技術職員 �	�人 �	�人 －

特別支援学

校

教育職員 �
���人 �
���人 ��人

事務職員及び技術職員 �
人 �
人 －



� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県立高等学校教育振興基金条例

� 提案理由

県立高等学校における魅力化、特色化等の取組の促進に関する事業に要

する経費に充てるため、基金を設置する必要がある。これが、この条例案

を提出する理由である。

� 条例の概要

� 設置

県が行う県立高等学校における魅力化、特色化等の取組の促進に関す

る事業に要する経費に充てるため、島根県立高等学校教育振興基金（以

下「基金」という。）を設置すること。

� 積立て

基金として積み立てる額は、予算で定めること。

� 管理

基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により保管すること。

� 運用益金の処理

基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基

金に繰り入れること。

� 繰替運用

知事は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計

現金に繰り替えて運用することができること。

� 施行期日

公布の日から施行する。

―	―

小学校、中

学校及び義

務教育学校

教育職員 �
���人 

	��人 △
�人

事務職員及び技術職員 �
�人 �
�人 △�人



第��号議案

島根県営住宅条例の一部を改正する条例

� 提案理由

子育て世帯等の居住の安定を確保するため、及び県営住宅の廃止に伴

い、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由で

ある。

� 条例の概要

� 子育て世帯の入居について次のとおりとすること。

ア 一般の世帯よりも高い収入基準において裁量的に入居を可能とする

世帯を��歳に達する日以後の最初の�月��日までの間にある者と同居

する世帯とすること。

イ 県営住宅に優先的に入居できる世帯を��歳に達する日以後の最初の

�月��日までの間にある者と生計を一にする世帯とすること。

� 配偶者からの暴力を受けた者の入居に係る規定の整備

� 県営住宅の設置を定めた別表から次の団地を削除すること。

� 施行期日

令和	年
月�日から施行する。

第��号議案

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

建築基準法施行令の改正に伴い、所要の改正を行う必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

引用する条項の整理

� 施行期日

公布の日から施行する。

―��―

団地の名称 所 在 地

上島団地 出雲市



第��号議案

島根県国民健康保険条例の一部を改正する条例

� 提案理由

国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する

政令の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険事業費納付金の徴

収について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する

理由である。

� 条例の概要

子ども・子育て支援納付金制度の導入に伴う国民健康保険事業費納付金

の算定に係る規定の整備

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第�	号議案

島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び島根県一時

保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

� 提案理由

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、関係条例に

ついて所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由

である。

� 条例の概要

� 改正の内容

ア 乳児院の長、母子生活支援施設の長、母子支援員、児童養護施設の

長、児童指導員、児童心理治療施設の長及び児童自立支援施設の長の

資格にこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を追加し、並

びに児童自立支援専門員及び児童生活支援員の資格に精神保健福祉士

の資格を有する者及びこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する

者を追加すること。

イ 給付金として支払を受けた金銭を管理しなければならない施設に母

子生活支援施設を追加すること。

ウ 引用する条項の整理

エ その他規定の整理

―

―



� 改正を要する条例

� 施行期日

公布の日から施行する。

第��号議案

島根県手数料条例の一部を改正する条例

� 提案理由

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等

の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

引用する条項の整理

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第�	号議案

島根県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

動物の管理に関して生活環境の保全上の支障の防止等を図るため、県が

徴収する手数料について所要の改正を行う必要がある。これが、この条例

案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、犬又は猫の引取りを

求める者が納付すべき手数料を減免することができること。

� その他規定の整理

� 施行期日

―	
―

条 例 の 題 名 改正の内容

島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例

�のアからエま

で

島根県一時保護施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例

�のア及びエ



令和�年�月�日から施行する。

第��号議案

食品衛生法施行条例の一部を改正する条例

� 提案理由

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、営業施設の基

準について、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出す

る理由である。

� 条例の概要

� 従業者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する場合

の施設の基準を設けること。

� その他規定の整備

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第�	号議案

島根県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

県立こころの医療センターにおける診療科目の見直しに伴い、所要の改

正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

県立こころの医療センターの診療科目の改正

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

―
	―

改 正 前 改 正 後

精神科、神経内科、心療内科 精神科、心療内科、児童・思春期

精神科



第��号議案

島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

医療職人材の確保及び定着を図るため、子を養育する職員を支援する部

分休暇制度を創設することに伴い、所要の改正を行う必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 管理者が定める職員が、子育て部分休暇（小学校就学の始期に達した

後小学校第�学年を修了する日の属する年度の末日までの間にある子を

養育するため�日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを

いう。）の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない�時間に

つき、勤務�時間当たりの給与額を減額して給与を支給すること。

� その他規定の整理

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例

� 提案理由

家畜保健衛生業務の実施体制の強化及び効率化を図るため、家畜保健衛

生所の再編を行うこと、並びに島根県収入証紙条例を廃止する条例の施行

に伴い、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理

由である。

� 条例の概要

� 松江家畜保健衛生所と出雲家畜保健衛生所を再編し、東部家畜保健衛

生所を設置すること。

� 手数料の納付時期に係る規定の整備

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

―	�―


